
社会福祉士試験及び介護福祉士試験の

受験資格の見直し

指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の

受験資格に係る介護等の業務の範囲等について

平成8年7月16日

障企第18号　　厚生省大臣官房障害保健福祉部長

健改発第636号　厚生省健康政策局長

社援施第111号　厚生省社会．援護局長

老企第74号　　厚生省老人保健福祉局長

児発第693号　　厚生省児童家庭局長
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標記について、昭和63年2月12日付け社庶第29号

により取り扱われてきたところであるが、今般、老

人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定する老人デ

イサービス事業を行う施設及び老人短期入所施設の

寮母の業務、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）に規定する身体障害者デイサービス事業を行う

施設等における介護等の業務を介護福祉士試験の受

験資格である介護等の業務として新たに認めること

とした。

ついては、上記通知の一部を下記のとおり改正す

ることとし、第9回介護福祉士国家試験（平成9年

1月実施予定）から適用することとしたので、参考

までに通知する。

記

上記通知別添二介護福祉士試験の受験資格の認定

に係る介護等の業務の範囲等の1介護等の業務の

範囲(以下「別添二の1」という。)(4)中「養護老人

ホーム」を「老人デイサービス事業を行う施設、老

人短期入所施設、養護老人ホーム」に改める。

別添二の1中(9)を(12)とし、(8)を(11)とし、(7)を(10)と

し、(6)の次に(8)及び(9)として次のように加える。

（8）医療法（昭和23年法律第205号）に規定する療

養型病床群の病床により構成される病棟におい

て看護の補助の業務に従事する者のうち、その

主たる業務が介護等の業務であるもの

（9）老人保健法に規定する看護強化病床により構

成される病棟（（8）に定める病棟を除く。）又は当

該看護強化病床を有する診療所（当該看護強化

病床を有する病室に限る。）において看護の補助

の業務に従事する者のうち、その主たる業務が

介護等の業務であるもの

別添二の1（6）中「（病院及び診療所を除く。）」を削

り、同（7）とし、同（5）の次に（6）として次のように加え

る。

（6）身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイ

サービス事業を行う施設の職員のうち、その主

たる業務が介護等の業務である者

別添二の1（12）の次に（13）から（16）として次のように加



える。

（1カ　「重症心身障害児（者）通園事業の実施につ

いて」（平成8年5月10日付け児発第496号）別

紙（重症心身障害児（者）通園事業実施要綱）

に基づく「重症心身障害児（者）通園事業」を

行っている施設の入所者の保護に直接従事する

職員（施設長、医師、看護婦、児童指導員及び

理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除

く。）

（14）「在宅重度障害者通所援護事業について」（昭

和62年8月6日付け社更第185号）別添（在宅重

度障害者通所援護事業実施要綱）に基づく「在

宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設

の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務

である者

（19「身体障害者自立支援事業の実施について」（平

成3年10月7日付け社更第220号）別添（身体障

害者自立支援事業実施要綱）に基づく「身体障

害者自立支援事業」を行っている施設において

介助サービス等を提供する者のうち、その主た

る業務が介護等の業務である者

（I0「地域福祉センターの設置運営について」（平

成6年6月23日社横地第74号）別紙（地域福祉

センター設置運営要綱）に基づく地域福祉セン

ターの職員のうち、その主たる業務が介護等の

業務である者

上記通知別添二介護福祉士試験の受験資格の認定

に係る介護等の業務の範囲等の2　業務従事期間の

計算方法中「1の（1）から（9）まで」を「1の（1）から（10

まで」に改める。

上記通知別添二介護福祉士試験の受験資格の認定

に係る介護等の業務の範囲等の3　業務従事期間の

認定方法中「1の（1）から（7）まで及び（9）」を「1の（1）

から（摘まで及び（1カカユら（I0まで」に、「1の（8）」を「1

の（11）」に改める。

改正後

別添一

別添二

介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業

務の範囲等

1　介護等の業務の範囲

介護等の業務に従事したと認められる者は、次の

とおりとするo

（1）－（3）（略）

（4）老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定

する老人デイサービスセンター、華謹老吋
及び特別養護老人ホームの寮母

（5）（略）

別添一

別添二

介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業

務の範囲等

1　介護等の業務の範囲

介護等の業務に従事したと認められる者は、次の

とおりとする。

（1）－（3）（略）

は）老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規定

する老人デイサービスセンター、老人デイサービ

ス事業を行う施設、老人短期入所施設、養護老人
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◎社会福祉士試験及び介護福祉士試験の受験資格の見直し

改正後

担　老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料

老人ホーム並びに老人保健法（昭和57年法律第

80号）に規定する老人保健施設その他の施設であっ

て、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があ

ることにより日常生活を営むのに支障がある者を

含むもの〈嘩匝獲嘩の職員のう
ち、その主たる業務が介護等の業務である者

㈲
　
㈲
　
㈲

椚
－
㈲
一
期
－

型　老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料

老人ホーム並びに老人保健法（昭和57年法律第

80号）に規定する老人保健施設その他の施設であっ

て、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があ

ることにより日常生活を営むのに支障がある者を

含むものの職員のうち、その主たる業務が介護等

の業務である者

（8）医療法（昭和23年法律第205号）に規定する

療養型病床群の病床により構成される病棟におい

て看護の補助の業務に従事する者のうち、その主

たる業務が介護等の業務であるもの

（9）老人保健法に規定する看護強化病床により構成さ

れる病棟（（8）に定める病棟を除く。）又は当該看護強

化病床を有する診療所（当該看護強化病床を有する

病室に限る。）において看護の補助の業務に従事する

者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

坦　（略）

坦　（略）

娘　（略）

（Iカ「重症心身障害児（者）通園事業の実施について」

（平成8年5月10日付け児発第496号）別紙（重

症心身障害児（者）通園事業実施要綱）に基づく

「重症心身障害児（者）通園事業」を行っている

施設の入所者の保護に直接従事する職員（施設長、

医師、看護婦、児童指導員及び理学療法、作業療

法、言語療法等担当職員を除く。）

（畑「在宅重度障害者通所援護事業について」（昭和

62年8月6日付け社更第185号）別添（在宅重度

障害者適所援護事業実施要綱）に基づく「在宅重

度障害者適所援護事業」を行っている施設の職員

のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

（19「身体障害者自立支援事業の実施について」（平

成3年10月7日付け社更第220号）別添（身体

障害者自立支援事業実施要綱）に基づく「身体障

害者自立支援事業」を行っている施設において介

助サービス等を提供する者のうち、その主たる業

務が介護等の業務である者
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改正後

（I0「地域福祉センターの設置運営について」（平成

6年6月23日社接地第74号）別紙（地域福祉セ

ンター設置運営要綱）に基づく地域福祉センター

の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務で

ある者

2　業務従事期間の計算方法

介護等の業務に従事した期間は、1の（1）から（9）ま

竺に掲げる者として現に就労した日数を通算して計

算するものとし、一明に掲げる着であっ
た期間が通算1’095日以上であり、かつ、介護等の

業務に従事した期間が540日以上である場合に、法

第40条第2項第一号に該当するものとする。

3　業務従事期間の認定方法

介護等の業務に従事したことの認定は、1の（1）か

ら（哩に掲げる者であった期間については、

使用者又は施設、事業所等の長、上里担に掲げる着

であった期間については、使用者又は有料職業紹介

所の所長が発行する介護業務従事期間証明書（別記

様式）に基づいて厚生大臣（試験事務を指定試験機

関に行わせる場合にあっては、指定試験機関の長）

が行う。

2　業務従事期間の計算方法

介護等の業務に従事した期間は、1の（1）から（10ま

竺に掲げる者として現に就労した日数を通算して計

算するものとし、十岬草でに掲げる着であっ
た期間が通算1’095日以上であり、かつ、介護等の

業務に従事した期間が540日以上である場合に、法

第40条第2項第一号に該当するものとする。

3　業務従事期間の認定方法

介護等の業務に従事したことの認定は、1の（1）か

ら（岬草で及び¢岬阜でに掲げる者であった期間

については、使用者又は施設、事業所等の長、－圭一里

妙こ掲げる着であった期間については、使用者又は

有料職業紹介所の所長が発行する介護業務従事期間

証明書（別記様式）に基づいて厚生大臣（試験事務

を指定試験機関に行わせる場合にあっては、指定試

験機関の長）が行う。

指定施設における業務の範囲及び介護福祉士試験の

受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲について

平成8年7月16日

障企第19号　　厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長

杜撰施第112号　厚生省社会・援護局施設人材課長

標記について、昭和63年2月12日付け社庶第30号

により取り扱われてきたところであるが、本日平成

8年7月16日付けで、「指定施設における業務の範囲

等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業

務の範囲等について」（昭和63年2月12日付け社庶第

29号社会局長・児童家庭局長通知。）の一部が改正さ

れたことに伴い、上記通知の一部を下記のとおり改

正することとしたので、その取扱いについてご留意

願いたい。

記
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上記通知2　介護等の業務の範囲（3）を次のように改

める。

（3）局長通知別添2の1の（7）に掲げる者には、精

神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、身体障

害者更生施設（重度の肢体不自由者以外を入所さ

せるもの）、身体障害者授産施設（重度の身体障害

者で雇用されることの困難なもの等以外を入所さ

せるもの及び身体障害者で雇用されることの困難

なもの等を適所させるもの）、身体障害者福祉ホー

ム、身体障害者福祉工場、心身障害者福祉協会法
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（昭和45年法律第44号）に規定する福祉施設、隣

保館（「隣保館における地域福祉事業（デイ・サー

ビス事業）の実施について」（昭和58年4月28日付

け社生第62号）別紙（隣保館における地域福祉事

業（デイ・サービス事業）実施要綱）に基づく地

域福祉事業を行っているものに限る。）、「在宅精神

◎社会福祉士試験及び介護福祉士試験の受験資格の見直し

薄弱者デイサービス事業の実施について」（平成3

年9月30日付け児発第832号）別紙（在宅精神薄弱

者デイサービス事業実施要綱）に基づく「在宅精

神薄弱者デイサービス事業」を行っている施設等

の施設において専ら介護等の業務を行う職員（寮

母、介助員等）が含まれること。

指定施設における業務の範囲及び介護福祉士試験の
受験資格の認定に係る業務の範囲について

標記については、本日平成8年7月16日付けで、「指

定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の

受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」（昭

和63年2月12日付け社庶第29号社会局長・児童家庭

局長通知。以下「局長通知」という。）の一部が改正

されたところであるが、その趣旨及び取扱いの留意

点については以下のとおりであるので、ご留意願い

たい。

1　局長通知の一部改正の趣旨

今回の改正により、介護福祉士試験の受験資格

となる「介護等の業務」に従事したと認められる

者に、療養型病床群及び看護強化病床により構成

される病棟又は病室（以下「療養型病床群等」と

いう。）において看護の補助の業務に従事する者（以

下「看護補助者」という。）のうち、その主たる業

務が介護等の業務であるものが追加された。

従来から、特別養護老人ホームや老人保健施設

等において介護等の業務に従事する者の実務経験

は介護福祉士試験の受験資格として認めてきたと

ころであるが、医療機関のうち療養型病床群等の

看護補助者の中には、これらの施設と同様な介護

等の業務に従事していると認められる者がいるこ

とから、今般それらの者の業務を受験資格として

認めたものである。

また、平成7年8月の保健医療・福祉に係る人

材確保対策に関する行政監察結果に基づく勧告に

おいても、「特例許可老人病院等の看護補助者の介

護等の業務の経験を介護福祉士試験の受験資格と

して認定することを検討すること」とされていた

平成8年7月16日

社援施第113号　厚生省社会・援護局施設人材課長

ところであり、今回の改正はこの勧告の趣旨にも

沿ったものである。

2　取扱いの留意点

（1）療養型病床群等の看護補助者について介護福祉

士試験の受験資格を認める場合には局長通知別添

二の3にあるように病院長等の証明書を提出する

ことが必要であるが、介護等の業務に従事してい

ると認められるのは、看護補助者のうち主として

介護等の業務に従事している場合であって、看護

補助者であっても空床時のベッドメーキングや検

体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者

については介護等の業務に従事しているとは認め

られないこと。

（2）療養型病床群等の看護補助者が介護福祉士の資

格を取得しても、療養型病床群等においては看護

補助者としての位置付けを変えるものではないこ

と。

なお、この点については、関係部局と協議済み

であること。
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指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の

受験資格に係る介護等の業務の範囲等について

標記について、昭和63年2月12日付け社庶第29号

により取り扱われてきたところであるが、今般、社

会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）

第2条第1項の福祉に関する相談援助業務の範囲等

の中に、精神薄弱者福祉法（昭和35年法律第37号）

に規定する精神薄弱者福祉ホーム、「特別保育事業の

実施について」（平成7年4月25日付け児発第445号）

別紙6（地域子育て支援センター事業実施要綱）に

基づく「地域子育て支援センター事業」を行ってい

る保育所等における福祉に関する相談援助の業務等

を新たに認めるとともに、併せて、通知の整備を行

うこととした。

ついては、上記通知の一部を下記のとおり改正す

ることとし、第9回社会福祉士国家試験（平成9年

1月実施予定）から適用することとしたので、参考

までに通知する。

記

上記通知別添一指定施設における業務の範囲等の

1　福祉に関する相談援助業務の範囲（以下「別添

一の1」という。)(1)中「「児童相談所の機構と職員

構成」(昭和52年3月3日付け児童相談所執務提要)」

を「「児童相談所の組織と職員」(平成2年3月5日

付け児童相談所運営指針)」に改め、「相談員」の次

に「、電話相談員」を加える。

別添一の1(3)中「、重症心身障害児施設」及び「、

第73条第1項」を削る。

別添一の1（18)を(20)とし、同（17)中「及び第3に規定

する利用者の生活、身上に関する相談、助言を行う

職員」を「、第3に規定する利用者の生活、身上に

関する相談、助言を行う職員及び第4に規定する生

活指導員」に、「及び別添4の2（在宅介護支援セン

ター運営事業等実施要綱）1に規定する社会福祉士

等のソーシャルワーカー」を「、老人介護支援セン

平成8年8月21日

障企第68号　　厚生省大臣官房障害保健福祉部長

社援施第127号　厚生省社会・援護局長

老企第90号　　厚生省老人保健福祉局長

児発第777号　　厚生省児童家庭局長

タ一において相談援助業務を行っている専任の職員」

に改め、同(19)とし、同(16)の次に(18)として次のように

加える。

（18）施行規則第2条第六号に規定する精神薄弱者

福祉ホームにあっては、精神薄弱者援護施設の

設備及び運営に関する基準第33条第1項に規定

する管理人

別添一の1(16)を(17)とし、(10)から(15)までを1ずつ繰

り下げ、同（9）中「第4章の第3又は第4に規定する

生活指導員及び」を「第4章の第3又は第4に規定

する生活指導員及び第5に規定する指導員並びに」

に改め、同(10)とし、同(8)を(9)とし、(4)から(7)までを

1ずつ繰り下げ、同（3）の次には）として次のように加

える。

（4）施行規則第2条第一号に規定する重症心身障

害児施設にあっては、児童福祉施設最低基準第

73条第1項に規定する児童指導員及び心理指導

を担当する職員

上記通知別添一指定施設における業務の範囲等の

2　施行規則第2条第九号に規定する施設及び当該

施設において福祉に関する相談援助の実務経験を有

すると認められる職種の範囲（以下「別添一の2」

という。）（11）を次のように改める。

（11）「障害児（者）地域療育等支援事業の実施につ

いて」（平成8年5月10日付け児発第497号）別

紙（障害児（者）地域療育等支援事業実施要綱）

に基づく「療育等支援施設事業」を行っている

精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、自閉症

児施設、盲ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、

肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、肢

体不自由児通園施設、重症心身障害児施設、精

神薄弱者更生施設及び精神薄弱者授産施設

・相談援助業務を行っている専任の相談員
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別添一の2(17)中「(1)～(10)を「(1)～(34)」に改め、

同(35)とし、同(16)の次に(17)から(34)として次のように加

える。

（17）「心身障害児総合通園センターの設置について」

（昭和54年7月11日付け児発第514号）別紙（心

身障害児総合通園センター設置運営要綱）に

基づく心身障害児総合通園センター

・相談援助業務を行っている専任の職員

（18）「自立相談援助事業の実施について」(昭和63

年5月20日付け児発第464号）別紙（自立相談

援助事業実施要綱）に基づく「自立相談援助

事業」を行っている施設

・相談援助業務を行っている専任の相談員

（19）「家庭支援相談等事業の実施について」(平成

元年5月29日付け児発第401号）別紙（家庭支

援相談等事業実施要綱）第3の1に基づく「家

庭支援電話相談（子ども・家庭110番）事業」

を行っている中央児童相談所

・電話相談員

（20）「子育て支援短期利用事業の実施について」(平

成7年4月3日付け児発第374号）別紙（子育

て支援短期利用事業実施要綱）第3の1に基

づく「ショートステイ事業」又は第3の2に

基づく「トワイライトステイ事業」を行って

いる養護施設、母子寮、乳児院及び里親等

・相談援助業務を行っている専任の職員

（21）「特別保育事業の実施について」(平成7年4

月25日付け児発第445号）別紙6（地域子育て

支援センター事業実施要綱）に基づく「地域

子育て支援センター事業」を行っている保育

所、母子寮及び乳児院

・相談援助業務を行っている専任の職員

（22）「重症心身障害児(者)通園事業の実施につい

て」（平成8年5月10日付け児発第496号）別

紙（重症心身障害児（者）通園事業実施要綱）

に基づく「重症心身障害児（者）通園事業」

を行っている施設

・児童指導員

（23）「視聴覚障害者情報提供施設等の設備及び運営

について」（平成2年12月17日付け社更第247

号）別紙（視聴覚障害者情報提供施設及び補

装具製作施設の設備及び運営基準）第3章の

第2に基づく点字図書館及び第3章の第4に

◎社会福祉士試験及び介護福祉士試験の受験資格の見直し

基づく聴覚障害者情報提供施設

・相談援助業務を行っている専任の職員

（24）　身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定す

る身体障害者デイサービス事業を行う施設

・相談援助業務を行っている専任の職員

（25）「身体障害者自立支援事業の実施について」(平

成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体

障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身

体障害者自立支援事業」を行っている身体障

害者向け公営住宅、賃貸住宅及び身体障害者

福祉ホーム等

・相談援助業務を行っている専任の職員

（26）「市町村障害者生活支援事業の実施について」

（平成8年5月10日付け社援更第133号）別添

（市町村障害者生活支援事業実施要綱）に基

づく「市町村障害者生活支援事業」を行って

いる施設

・相談援助業務を行っている専任の職員

（27）「精神薄弱者地域生活援助事業の実施について」

（平成元年5月29日付け児発第397号）別紙（精

神薄弱者地域生活園児事業実施要綱）に基づ

く「精神薄弱者地域生活援助事業」を行って

いる精神薄弱者グループホーム

・相談援助業務を行っている専任の職員

（28）「精神薄弱者生活支援事業の実施について」(平

成3年9月19日付け児発第791号）別紙（精神

薄弱者生活支援事業実施要綱）に基づく「精

神薄弱者生活支援事業」を行っている精神薄

弱者通勤寮、精神薄弱者更生施設及び精神薄

弱者授産施設（適所施設を除く。）

・相談援助業務を行っている専任の職員

（29）「在宅精神薄弱者デイサービス事業の実施につ

いて」（平成3年9月30日付け児発第832号）

別紙（在宅精神薄弱者デイサービス事業実施

要綱）に基づく「在宅精神薄弱者デイサービ

ス事業」を行っている在宅精神薄弱者デイサ

ービスセンター

・相談援助業務を行っている専任の職員

（30）「精神薄弱者社会活動総合推進事業の実施につ

いて」（平成4年6月29日付け児発第616号）

別紙（精神薄弱者社会活動総合推進事業実施

要綱）第3の6に基づく「精神薄弱者専門相

談（法的助言・相談）事業」を行っている施設
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．相談援助業務を行っている専任の相談員

01）老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人

デイサービス事業を行う施設

・生活指導員

0カ「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進につい

て」別添4（老人デイサービス運営事業実施

要綱）2に基づく「高齢者生活福祉センター

運営事業」を行っている高齢者生活福祉セン

ター

．生活援助員

個「高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生

活援助員派遣事業の実施について」（平成2年

8月27日付け老福第168号）別添（高齢者世話

付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派

通草業実施要綱）に基づく「高齢者世話付住

宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事

業」を行っている高齢者世話付住宅

・生活援助員

伽「地域福祉センターの設置運営について」（平

成6年6月23日社接地第74号）別紙（地域福

祉センター設置運営要綱）に基づく地域福祉

センター

・相談援助業務を行っている専任の職員

上記通知別添一指定施設における業務の範鞠等の

3　2（17）の厚生大臣の個別認定の取扱い要領中「2

（1れ　を「20凱　に、同（1）中「（1）～（10」を「（1）～伽」

に改める。

改正後

別添一

指定施設における業務の範囲等

1　福祉に関する相談援助業務の範囲

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年

厚生省令第49号）（以下「施行規則」という。）第

2条第一号から第八号までに定める施設において、

福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認めら

れる職種は、次のとおりとする。

（1）施行規則第2条第一号に規定する児童相談所に

あっては、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第11条第1項に規定する児童福祉司、輝

所の機構と職員構成」（昭和52年3月3日付け児

垂相談所執務提要）第4節に規定する受付相談員、

相談員、心理判定員及び児童指導員

（2）（略）

（3）施行規則第2条第一号に規定する養護施設、精

神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児

施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設長身

嘩草児襲撃及び情緒障害児短期治療施設にあって

は、児童福祉施設最低基準第42条第1項、第49

条第1項、第3項及び第5項、第56条、第61条

第1項及び第3項、第65条第1項、第69条第1

項、第4項及び第5項灘項並びに第
75条第1項に規定する児童指導員

別添一

指定施設における業務の範囲等

1　福祉に関する相談援助業務の範囲

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年

厚生省令第49号）（以下「施行規則」という。）第

2条第一号から第八号までに定める施設において、

福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認めら

れる職種は、次のとおりとする。

（1）施行規則第2条第一号に規定する児童相談所に

あっては、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第11条第1項に規定する児童福祉司、甥1章相襲

所の組織と職員」（平成2年3月5日付け児童相

琴所運草野針）第4節に規定する受付相談員、相

談員㌧革帯世襲異、心理判定員及び児童指導員

（2）（略）

（3）施行規則第2条第一号に規定する養護施設、精

神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児

施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設及び情緒障

害児短期治療施設にあっては、児童福祉施設最低

基準第42条第1項、第49条第1項、第3項及び

第5項、第56条、第61条第1項及び第3項、第

65条第1項、第69条第1項、第4項及び第5項

並びに第75条第1項に規定する児童指導員
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◎社会福祉士試験及び介護福祉士試験の受験資格の見直し

改正後

（4）施行規則第2条第一号に規定する重症心身障害

児施設にあっては、児童福祉施設最低基準第73条

第1項に規定する児童指導員及び心理指導を担当

する職員

越～担　（略）

型　施行規則第2条第二号に規定する身体障害者授

産施設にあっては、「身体障害者更生施設等の設

備及び運営について」象頻規
定する生活指導員及び「身体障害者福祉工場の設
備及び運営について」（昭和47年7月22日付け

社更第128号）別紙（身体障害者福祉工場設置運

営要綱）7に規定する指導員

坦～些　（略）

姫　施行規則第2条第七号に規定する養護老人ホー

ム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人

福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサー

ビスセンター及び老人介護支援センターにあって

は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設

備及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第19

号）第12条第1項第三号及び第19条第1項第三号

に規定する生活指導員、「軽費老人ホームの設備

及び運営について」（昭和47年2月26日付け社老

第17号）別紙（軽費老人ホーム設置運営要綱）第

2に規定する主任生活指導員又は生活指導員盈建

第3に規定する利用者の生活、身上に関する相談、

中量孝行う職員、「老人福祉法による老人福祉セ

ンターの設備及び運営について」（昭和52年8月

1日付け社老第48号）別紙1（老人福祉センター

設置運営要綱）第2に規定する相談．指導を行う

職員又は第3に規定する相談・指導を行う職員並

びに「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進につ

いて」（昭和51年5月21日付け社老第28号）別添

3（老人短期入所運営事業実施要綱）1に規定す

る生活指導員、別添4（老人デイサービス運営事

業実施要綱）1に規定する生活指導員盈び別室4

の2（在宅介護支援センター運営事業等実施要綱）

1に規定する社会福祉士等のソーシャルワーカー
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旦一旦　（略）

週　施行規則第2条第二号に規定する身体障害者授

産施設にあっては、「身体障害者更生施設等の設

備及び運営について」夢中規
定する生活指導員及び第5に規定する指導員並び

蛙「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」

（昭和47年7月22日付け社更第128号）別紙身体障害

者福祉工場設置運営要綱）7に規定する指導員

（11）～（17）（略）

（鳩　施行規則第2条第六号に規定する精神薄弱者福祉ホー

ムにあっては、精神薄弱者援護施設の設備及び運営に

関する基準第33条第1項に規定する管理人

坦　施行規則第2条第七号に規定する養護老人ホー

ム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人

福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサー

ビスセンター及び老人介護支援センターにあって

は、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設

備及び運営に関する基準（昭和41年厚生省令第19

号）第12条第1項第三号及び第19条第1項第三号

に規定する生活指導員、「軽費老人ホームの設備

及び運営について」（昭和47年2月26日付け社老

第17号）別紙（軽費老人ホーム設置運営要綱）第

2に規定する主任生活指導員又は生活指導員ユ塵

3に規定する利用者の生活、身上に関する相談、

切言を行う聯員及び第卑些選定する生活碍準早、
「老人福祉法による老人福祉センターの設備及び

運営について」（昭和52年8月1日付け社老第48

号）別紙1（老人福祉センター設置運営要綱）第

2に規定する相談．指導を行う職員又は第3に規

定する相談・指導を行う職員並びに「在宅老人福

祉対策事業の実施及び推進について」（昭和51年

5月21日付け社老第28号）別添3（老人短期入所

運営事業実施要綱）1に規定する生活指導員、別

添4（老人デイサービス運営事業実施要綱）1に

規定する生活指導員軽率
いて相談援助業務を行っている専任の職員
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◎社会福祉士試験及び介護福祉士試験の受験資格の見直し

改正後

錮「高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生

活捜助員派遣事業の実施について」（平成2年8

月27日付け老福第I68号）別添（高齢者世話付住

宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業実

施要綱）に基づく「高齢者世話付住宅（シルバー

ハウジング）生活援助員派遣事業」を行っている

高齢者世話付住宅

∵竺串準均鼻

伽「地域福祉センターの設置運営について」（平成

6年6月23日付け社接地第74号）別紙（地域福祉

センター設置運営要綱）に基づく地域福祉センター

坦　施行規則第2条第一号から第八号まで及び上記

坦二埋までに定める施設以外の施設で福祉に関す

る相談援助を行う施設として厚生大臣が個別に認

めた施設

．当該施設において、福祉に関する相談援助業務

を行っている専任の相談員

3　旦坦の厚生大臣の個別認定の取扱い要領

（1）認定基準

ア　当該施設における業務として、各種の福祉に

関する相談援助業務を行うことが、定款、実施

要領等において明記されていること。

（福祉に関する相談援助とは認められないものの例）

医療相談、専ら職業紹介に関する相談を行うも

の等

イ　上記1及び2の辿二週までに定める職種と同

等以上の福祉に関する相談援助業務を行ってい

る専任の相談員が配置されていること。

（「専任」の要件）

（ア）当該施設設置者と雇用関係を有しているこ

と。

（イ）当該施設から主たる収入を得ていること。

（ウ）勤務実態が当該施設における常勤の者と同

様であること。

（2）認定の手続

ア　社会福祉士養成施設等への入学又は入所に際

して旦些に係るものについては、社会福祉士養

成施設等において取りまとめ、入学又は入所の

決定前に別記様式により厚生大臣あて協議する

こと。
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＿．相談援助業務を行っている専任の職員

些　施行規則第2条第一号から第八号まで及び上記

鎚＝坐までに定める施設以外の施設で福祉に関す

る相談援助を行う施設として厚生大臣が個別に認

めた施設

・当該施設において、福祉に関する相談援助業務

を行っている専任の相談員

3　旦奥の厚生大臣の個別認定の取扱い要領

（1）認定基準

ア　当該施設における業務として、各種の福祉に

関する相談援助業務を行うことが、定款、実施

要領等において明記されていること。

（福祉に関する相談援助とは認められないものの例）

医療相談、専ら職業紹介に関する相談を行うも

の等

イ　上記1及び2の鎚二些までに定める職種と同

等以上の福祉に関する相談援助業務を行ってい

る専任の相談員が配置されていること。

（「専任」の要件）

（ア）当該施設設置者と雇用関係を有しているこ

と。

（イ）当該施設から主たる収入を得ていること。

（ウ）勤務実態が当該施設における常勤の者と同

様であること。

（2）認定の手続

ア　社会福祉士養成施設等への入学又は入所に際

して旦些に係るものについては、社会福祉士養

成施設等において取りまとめ、入学又は入所の

決定前に別記様式により厚生大臣あて協議する

こと。



現行 改正後

イ　 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第四号又 イ　 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第四号又

は第七号に係る社会福祉士試験受験者について は第七号に係る社会福祉士試験受験者について

は、同法第10条第1 項に規定する指定試験機 は、同法第 10 条第1項に規定する指定試験機

関が取りまとめ、受験票を受験生あて送付する 関が取りまとめ、受験票を受験生あて送付する

前に別記様式により厚生大臣あて協議すること。 前に別記様式により厚生大臣あて協議すること。

■
．
き
∴


